
（6）同一方向に進行する車両同士の事故
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（7）追突事故（被追突車に法24条違反のあるとき）○
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○　巡行速度で走行しているとき
に．合l笥もなしに急ブレーキを
かけると追突の危険性は極めて

大である。他に客観的事情がな
いのに急ブレーキをかけた場合

は→応この形態になると考えて
よいであろう。さらに育矢印を

見落として赤と思って急に止
まった場合などはさらに過失割

合を被追突車に課してよい。
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